
　災害により崩壊した山地の復旧整備や地すべり地の計画的な整備を推進し、山地災
害の未然防止に努め「安心して住める県土」の確保を図る。

　　(1) 復旧治山事業　（ ９箇所　５１１，７４２千円 ）
 台風や豪雨に起因する山腹崩壊等により、荒廃した山地の復旧整備を図る。

　　(2) 地すべり防止事業  （ ３箇所　 １０３，７００千円 ）
 地すべり防止区域内の計画的な整備を推進し、定住条件の向上、整備を図る。

　　(3) 防災林造成事業　　（１箇所　　２０，０００千円）
 防災機能の低下した保安林について機能回復、改良を行う。

　台風・集中豪雨等により著しく激甚な災害が発生した一連の地区において、緊急か
つ集中的に荒廃地等の復旧整備を実施する。

　　(1) 治山激特災害対策特別緊急事業　（ ５箇所　４２２，７４３千円 ）
 台風、集中豪雨等により著しく激甚な災害が発生した一連の地区において、再度災害
防止のため、緊急かつ集中的に復旧整備を実施する。

　　(2) 地すべり激特災害対策特別緊急事業　（ ４箇所　３４２，５００千円 ）
 台風、集中豪雨等により著しく激甚な地すべり災害が発生した一連の地区において、
再度災害防止のため、緊急かつ集中的に復旧整備を実施する。

　重要な水源地域において、荒廃森林等の整備、水土保全施設の整備、荒廃地等の復
旧整備を行い、水資源の確保と県土の保全を図る。
　また、被災保安林、劣悪保安林の復旧整備、機能低位な保安林の保育等により、保
安林機能の維持・向上を図る。

　　(1) 水源森林再生対策事業  （ 8箇所　２５６，１００千円 ）
 重要な水源地となっている地域において荒廃地、荒廃森林等の森林整備と、治山施設
の整備を実施する。

　荒廃山地や荒廃の危険性が高い山地、崩壊によって発生した崩壊土砂や流木が下流
に被害を与える等、民政安定上放置しがたい山地において復旧整備を実施する。

　　(1) 林地荒廃防止事業　（ １６箇所　５２３，２００千円  ）
 激甚災害により被災した地域または、特殊土壌地帯において発生した荒廃地につい
て、次期降雨時の災害を未然に防止するために整備を図る。

　　(2) 予防治山事業　（ ４箇所　１７９，９６０千円  ）
 山腹崩壊や落石の可能性が濃厚な山地及び侵食等によって荒廃の危険性が高い渓流で
あって、山地災害危険地に登録されるなど民政安定上放置しがたい山地において実施
する。

○ 治山等激甚災害対策特別緊急事業費　（ ９箇所　７６５，２４３千円 ）
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○ 山地治山事業費　（ １３箇所　６３５，４２２千円 ）

○ 水源地域等保安林整備事業費　（ ８箇所　２５６，１００千円 ）

○ 山地防災事業費　（ ２０箇所　７０３，１６０千円 ） 



　民有林林道を整備し、森林整備基盤の充実と山村農林業の振興を図る。
　　県営林道開設事業　（ ３路線３工区　１２０，００３千円 ）

　地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のため、特に地域における交通の
円滑化及び産業の振興を図る。
　　県営道整備交付金事業 （ ８路線９工区　４５３，５８７千円 ）

　旧緑資源幹線林道を継承し、林業を中心とした総合的な地域振興を図る。
　　幹線林道事業 （ ３路線４工区　２６５，０５７千円 ）

○ 林道開設事業費

○ 道整備交付金事業費

○ 山のみち地域づくり交付金事業費

平成２９年度　林道開設工事（箇所付）の概要


